
「構造文章塾」
荷重・外力攻略
（全5回）

１．出題概要、固定荷重、積載荷重

２．積雪荷重

３．風圧力

４．地震力

５．地震力



積雪荷重②

単位荷重

垂直積雪量

雪下ろし

勾配屋根

多雪区域

地震力、風圧力
との組み合わせ

地震力④⑤

地震層せん断力
Qi

最下層の値の大
小

地震層せん断力
係数Ci

最下層の値の大
小

標準せん断力係
数Co

必要保有水平耐
力計算

高さ方向の分布
Ai

固有周期との関
係

振動特性係数Rt

地盤種別

固有周期との関
係

地震地域係数Z

固有周期T

略算式

Ai、Rtへの影響

地下部分の地震
力

固定荷重①

積載荷重①

特定の室の積
載荷重

百貨店 売場、
廊下、屋上

教室 廊下
屋上

室毎の積載荷
重の大小関係

住宅 事務所
教室 店舗

計算対象にお
ける大小関係

床用 架構用
地震力用

風圧力③

速度圧ｑ

基準風速Ｖｏ

風力係数

高さ方向の分
布Ｅｒ

ガスト影響係
数Ｇｆ

屋根ふき材の
風圧

平均速度圧

ピーク風力係
数

ガスト影響係
数

基準風速Ｖｏ

荷
重
外
力



４．屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて屋根形状係
数を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合においては、0とすることができる。

第86条（積雪荷重）

１．積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。

２．積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに１㎡につき20N以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、国土交通大臣が定め
る基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

３．垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。

５．屋根面における積雪量が不均等になるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならな
い。

６．雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が１ｍを超える場合においても、積雪荷重は、雪下
ろしの実況に応じて垂直積雪量を１ｍまで減らして計算することができる。

７．前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他見やす
い場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。
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告示1455（多雪区域を指定する基準）

第１ 第86条第２項ただし書に規定する多雪区域を指定する基準は、次の各号のいずれかとする。
一  第２の規定による垂直積雪量が１メートル以上の区域
二  積雪の初終間日数（当該区域中の積雪部分の割合が１/２を超える状態が継続する期間の日数をいう。）の平年値
が３０日以上の区域

第２ 令第86条第３項に規定する垂直積雪量を定める基準は、市町村の区域について、次に掲げる式によって計算した
垂直積雪量に、当該区域における局所的地形要因による影響等を考慮したものとする。ただし、当該区域又はその近傍
の区域の気象観測地点にお ける地上積雪深の観測資料に基づき統計処理を行う等の手法によって当該区域における 50年
再現期待値（年超過確率が2％に相当する値をいう。）を求めることができる場合には、当該手法によることができる。

d＝α・ls＋β・rs＋γ （この式において、d、ls、rs、α、β及びγはそれぞれ次の数値を表すものとする。
d 垂直積雪量（単位 メートル）
α、β、γ 区域に応じて別表の当該各欄に掲げる数値
ls 区域の標準的な標高（単位 メートル）
rs 区域の標準的な海率（区域に応じて別表のRの欄に掲げる半径（単位 キロメー トル）の円の面積に対する当該円内の
海その他これに類するものの面積の割合を いう。））
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告示594（保有水平耐力計算及び許容応力度計算の方法を定める件）
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第82条二号 構造耐力上主要な部分の断面に生じる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。

力の種類 想定する状態 一般の場合 多雪区域における場合

長期に生ずる力
常時

Ｇ＋Ｐ
Ｇ＋Ｐ

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋０．７Ｓ

Ｇ： 第84条に規定する固定荷重
Ｐ： 第85条に規定する積載荷重
Ｓ： 第86条に規定する積雪荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

＋0.7×Ｓ ：積雪荷重
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一般地域（多雪区域以外）
多雪区域



第82条二号 構造耐力上主要な部分の断面に生じる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。

Ｇ： 第84条に規定する固定荷重
Ｐ： 第85条に規定する積載荷重
Ｓ： 第86条に規定する積雪荷重
Ｗ： 第87条に規定する風圧力
Ｋ： 第88条に規定する地震力

力の種類 想定する状態 一般の場合 多雪区域における場合

短期に生ずる力

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ Ｇ＋Ｐ＋Ｓ

暴風時 Ｇ＋Ｐ＋Ｗ
Ｇ＋Ｐ＋Ｗ

Ｇ＋Ｐ＋０．３５Ｓ＋Ｗ

地震時 Ｇ＋Ｐ＋Ｋ Ｇ＋Ｐ＋０．３５Ｓ＋Ｋ

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重 ＋Ｓ ：積雪荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

＋0.35 ×Ｓ ：積雪荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

＋W：風圧力

＋W：風圧力

＋K：地震力

＋0.35 × Ｓ ：積雪荷重

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

＋K：地震力
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一般地域（多雪区域以外）
多雪区域

Ｇ ：固定荷重
Ｐ ：積載荷重

＋W：風圧力

一般地域、多雪区域 共



第86条（積雪荷重）

１．多雪区域以外の区域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量 1 cm当たり 20 N/m2 以上
とする。（令和1年）

２．垂直積雪量が 1 mを超える場合、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を 1 mまで減らして積雪荷重を計算した

建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表
示しなければならない。（令和4年）

３．雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が１mを超える場合においても、
積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を１mまで減らして計算することができる。（平成29年）

４．屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しな
ければならない。（令和4年）

５．多雪区域以外の区域における大スパン等の一定の条件を満たす緩勾配屋根を有する建築物では、屋根版の構造

種別によっては、構造計算において用いる積雪荷重に積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることが求められる
場合がある。（令和4年）

６．多雪区域を指定する基準において、積雪の初終間日数の平年値が 30 日以上の区域であっても、垂直積雪量
が 1 m未満の場合は、多雪区域とはならない。（令和4年）

出題事例
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・ポイント：学科法規でも出題あり、法令集の該当条文を確認する。



出題事例

１．地震時の短期に生ずる力については、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。（令
和3年）

２．多雪区域において、地震時に考慮すべき積雪荷重は、短期積雪荷重を低減したものを用いる。（平成30年）

３．構造部材に生じる応力度等を計算するに当たり、多雪区域ではない一般の地域においては、暴風時又は地震時
の荷重を、積雪荷重と組み合わせなくてもよい。（平成28年）

４．多雪区域において、暴風時に考慮すべき積雪荷重は、短期の積雪荷重を低減して用いることができる。（平成
27年）

５．多雪区域においては、暴風時又は地震時の荷重を、積雪荷重と組み合わせる必要がある。（平成26年）

第82条二号

7

・ポイント：多雪区域は、冬の期間中ずっと雪が積もっている



第86条（積雪荷重）

学科法規における出題事例

１．積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、原則として、積雪量１cmごとに 20N/m2 以上としなければなら
ない。（平成25年）

２．雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が１mを超える場合においても、積
雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を１mまで減らして計算することができる。（平成27年）

３．屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすること
ができる。（平成30年,平成27年）
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・積雪荷重の組合せ（令82条二号）

積
雪
荷
重

多雪区域以外（一般区域）

•積雪荷重と暴風時、地震時との組合せは不要

多雪区域（長期に生じる力）

•積雪荷重の0.7倍＋固定荷重＋積載荷重

多雪区域（短期に生じる力）

•積雪時：積雪荷重＋固定荷重＋積載荷重

•暴風時1：積雪荷重の0.35倍＋風圧力＋固定荷重＋積載荷重

•暴風時2：風圧力＋固定荷重＋積載荷重

•地震時：積雪荷重の0.35倍＋地震力＋固定荷重＋積載荷重

・多雪区域（下記のいずれかに該当する場合）

垂直積雪量：1m以上の区域

積雪の初終間日数：30日以上の区域

・その他

積雪の単位荷重（多雪区域以外）

•積雪量 1 cm当たり 20 N/m2以上

低減

•屋根勾配60度を超える場合、積雪荷重０

•雪下ろしをする場合、垂直積雪量を１mまで減らすことができる

割増し

•多雪区域以外の区域における大スパン緩勾配屋根
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